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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成24年5月10日(2012.5.10)

【公開番号】特開2011-51893(P2011-51893A)
【公開日】平成23年3月17日(2011.3.17)
【年通号数】公開・登録公報2011-011
【出願番号】特願2010-264462(P2010-264462)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ   4/00     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/076    (2006.01)
   Ｃ０３Ｂ  20/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   4/00    　　　　
   Ｃ０３Ｃ   3/06    　　　　
   Ｃ０３Ｃ   3/076   　　　　
   Ｃ０３Ｂ  20/00    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月19日(2012.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チタニアを５～１２質量％含有し、チタニアの濃度分布が１．５質量％以下であり、０
～２５０℃における線熱膨張係数が－３００～３００ｐｐｂ／℃の範囲内であって、２５
℃における線熱膨張係数分布が１００ｐｐｂ／℃以下であるナノインプリントモールド用
チタニアドープ石英ガラス。
【請求項２】
　チタニアドープ石英ガラスのチタニアの濃度分布が、０．５質量％以下であることを特
徴とする請求項１記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項３】
　１５２．４ｍｍ×１５２．４ｍｍ角の大きさを有する請求項１又は２記載のチタニアド
ープ石英ガラス。
【請求項４】
　０～２５０℃における線熱膨張係数が－２００～２００ｐｐｂ／℃の範囲内であり、２
５℃における線熱膨張係数分布が５０ｐｐｂ／℃以下である請求項１乃至３のいずれか１
項記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項５】
　チタニアを５～１２質量％含有し、チタニアの濃度分布が０．５質量％以下であり、０
～２５０℃における線熱膨張係数が－２００～２００ｐｐｂ／℃の範囲内であって、２５
℃における線熱膨張係数分布が５０ｐｐｂ／℃以下であるナノインプリントモールド用チ
タニアドープ石英ガラス。
【請求項６】
　チタニアドープ石英ガラスが、内包物を含まないことを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項記載のチタニアドープ石英ガラス。



(2) JP 2011-51893 A5 2012.5.10

【請求項７】
　チタニアドープ石英ガラスが、フッ素を含有することを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項８】
　チタニアドープ石英ガラスの仮想温度が、１２００℃以下であることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか１項記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項９】
　チタニアドープ石英ガラスの塩素濃度が、５００ｐｐｍ以下であることを特徴とする請
求項１乃至８のいずれか１項記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項１０】
　チタニアドープ石英ガラスのＯＨ基濃度が、１０００ｐｐｍ以下であることを特徴とす
る請求項１乃至９のいずれか１項記載のチタニアドープ石英ガラス。
【請求項１１】
　直接火炎加水分解法により得られた請求項１乃至１０のいずれか１項記載のチタニアド
ープ石英ガラス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　即ち、本発明は、以下のナノインプリントモールド用チタニアドープ石英ガラスを提供
する。
（１）チタニアを５～１２質量％含有し、チタニアの濃度分布が１．５質量％以下であり
、０～２５０℃における線熱膨張係数が－３００～３００ｐｐｂ／℃の範囲内であって、
２５℃における線熱膨張係数分布が１００ｐｐｂ／℃以下であるナノインプリントモール
ド用チタニアドープ石英ガラス。
（２）チタニアドープ石英ガラスのチタニアの濃度分布が、０．５質量％以下であること
を特徴とする（１）記載のチタニアドープ石英ガラス。
（３）１５２．４ｍｍ×１５２．４ｍｍ角の大きさを有する（１）又は（２）記載のチタ
ニアドープ石英ガラス。
（４）０～２５０℃における線熱膨張係数が－２００～２００ｐｐｂ／℃の範囲内であり
、２５℃における線熱膨張係数分布が５０ｐｐｂ／℃以下である（１）乃至（３）のいず
れかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（５）チタニアを５～１２質量％含有し、チタニアの濃度分布が０．５質量％以下であり
、０～２５０℃における線熱膨張係数が－２００～２００ｐｐｂ／℃の範囲内であって、
２５℃における線熱膨張係数分布が５０ｐｐｂ／℃以下であるナノインプリントモールド
用チタニアドープ石英ガラス。
（６）チタニアドープ石英ガラスが、内包物を含まないことを特徴とする（１）乃至（５
）のいずれかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（７）チタニアドープ石英ガラスが、フッ素を含有することを特徴とする（１）乃至（６
）のいずれかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（８）チタニアドープ石英ガラスの仮想温度が、１２００℃以下であることを特徴とする
（１）乃至（７）のいずれかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（９）チタニアドープ石英ガラスの塩素濃度が、５００ｐｐｍ以下であることを特徴とす
る（１）乃至（８）のいずれかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（１０）チタニアドープ石英ガラスのＯＨ基濃度が、１０００ｐｐｍ以下であることを特
徴とする（１）乃至（９）のいずれかに記載のチタニアドープ石英ガラス。
（１１）直接火炎加水分解法により得られた（１）乃至（１０）のいずれかに記載のチタ
ニアドープ石英ガラス。
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